
２０２６年度（令和８年度）  特別支援教育推進計画 

1 特別支援教育の目標 

   

 

    ＜めざす子ども像＞          ＜経営方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

確かな学力と豊かな感性に培い、仲間とともにやりぬく子どもの育成 

 

 

 ○学び合う子（問題解決力） 

○支え合う子（共生） 

○やりぬく子（自律） 

1 学力を育てる〔知〕 

2 心を育てる 〔徳〕 

3 生活力・体力を育てる〔体〕 

4 信頼される学校 

【子どもの実態】 

◎＜特別支援学級に在籍し

ている子どもたち＞ 

・慣れた集団の中では、快

活である。 

・自分の思いを伝えること 

が苦手で、集団参加や対 

人関係を図っていく上で

特別な配慮を要する。 

・抽象的な学習より、これ 

までの生活経験や学習方

法を踏まえ、具体的で現実

感のある学習を構成する

必要がある。 

 

◎通常の学級に在籍してい

る児童の中にも、ＬＤ・

ＡＤＨＤ・ＡＳＤ等によ

り、学習や生活の面で特

別な教育的支援を必要と

している児童が多数存在

している。校内において

できる合理的配慮を行

い、彼らの毎日の生活・

学習支援に努めていく。 

【特別支援教育の目標】 

 

◎豊かな心と健康な体をも

ち、日常生活に必要な知識

や技能、態度、および習慣

を身につけ、みんなと励ま

し合って最後までがんばり

ぬく人間を育成する。 

【保護者の願い】 

・思いやりがあり、みんなと仲良

くできる子に 

・集団の中で、みんなと共に行動

ができる子に 

・まわりの人と、言葉を通してコ

ミュニケーションを図ることの

できる子に 

・自分のことは自分でできる子に 

・気持ちのコントールをして切り

替えができる子に 

・最後までがんばり、やりぬく子

に 

【教師の願い】 

・明るく素直で、みんなと助け合い

励まし合うことのできる子に 

・困った時には、周りの人に自分か

ら、「教えて」「助けて」と言える

子に 

・日常生活に必要な知識や技能、態

度、習慣をきちんと身につけた子

に 

・気持ちのコントロールができ、切

り替えて、根気強くがんばりぬく

ことができる子に 

・健康安全に気を付けた生活ができ

る子に 

 



２ 特別支援教育の目標とめざす人間像 

【特別支援教育の目標】             【めざす人間像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな心を育てる ○思いやりがあり、まわりの喜びを共に喜び、まわ

りの悲しみを共に悲しむことができる。 

○命あるものを大切にし、美しいものを美しいと感

じ、生きる喜びを感じ取ることができる。 

○まわりに対して感謝の気持ちをもち、素直で明る

い気持ちを持つことができる。 

○さわやかなあいさつをしっかり行い、人との関わ

りを広めたり深めたりできる。 

健康な体を育てる ○身なりや衛生に気を付けることができる。 

○健康・安全に気を付けることができる。 

○運動に親しむことができ、生涯にわたって運動を

楽しむための基礎を身につけることができる。 

日常生活に必要な知識や技能、

態度及び習慣を身につける 

○まわりの人とコミュニケーションを図ることが

できる。 

○身近な社会や自然についての関心や初歩的な知

識、社会生活に必要な言語や数量に関する知識・

技能など一日の生活を送っていく上で必要とさ

れる知識・技能、態度および習慣を含む生活力を

身につけることができる。 

○自信がもてることを見つけ、自己肯定感をもつ。 

みんなと助け合い励まし合う ○集団の中でともに行動することができ、自ら積極

的に周囲に働きかけることができる。 

○まわりの人の良いところを見つけることができ

る。 

○友だちと仲良くし、優しく接することができる。 

最後までがんばりぬく ○困難に負けずに立ち向かい、最後まで自分のやる

べきことをやり遂げることができる。 

○まわりの理解と見守りの中で、自分のよさや可能

性を十分に発揮し、自分らしく豊かに生活するこ

とができる。 

○感情のコントロールの仕方を見つけ、自分の気持

ちを切り替えて、次の行動ができる。 



３ 目標達成にむけて 

 

（１）困り感をもつこどもたち一人一人をみつめ、個々の実態に応じた教育を保障する。 

 

＜一人一人の障害や特性に応じた教育内容の創造＞＜合理的配慮＞ 
○児童一人一人の実態を把握し、その障害の状態及び発達段階や特性に応じた個別の支援計

画・指導計画を作成していく。 

○児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため合科的・関連的な指導をすすめる。 

○知識の獲得だけではなく、『生きて働く力』となるように取り組む。 

 

（２）交流を通して、おたがいに学び合いながら『共に生きていく力』を養うとともに、そ

れを支え合える集団づくりをする。 

 

＜交流教育＞ 
○個々の児童の実態に応じた交流をすすめ、交流学級の一員として学び合う。 

（教科学習、集会、学校行事、休憩時間の遊び等） 

○交流学級担任と日常的な連携を深め、交流学級でも児童が活動や学習しやすい集団づくり

をめざす。   
○市教委からの指導により交流学習は、５割以内とする。 

   ○交流学習の評価は、特別支援学級の担任が行う。 

○全校児童との交流 日々の生活の中での直接交流を深める。 

（縦割り班活動、登下校、クラブ、委員会、休憩時間等） 

 

（３）職員研修の充実を図る。 

○日々の生活の中で進んで児童とふれあい、児童の状況を把握する。 

○特別支援学級担任と交流学級の担任は、児童の様子などについて日常的に情報交換をし、

個の実態把握や相互理解をして、取り組みの課題を明らかにする。 

○特別な教育的支援や配慮を必要としている子どもたちに、全職員で関わっていけるように、

児童の実態・取組・課題等について、全職員で計画的・実践的に研修を行う。 

 研修内容 

・「発達障害」の児童への理解を深めるための理論研修 

・通常の学級に在籍している児童の中で、学習や生活の場面で特別な教育的支援を必要としてい

る児童への支援等についての事例研修 

 

 

（４）医療機関や専門機関との連携を図る。 

○必要に応じて医療機関や専門機関と連携を図る。 

 

 



4 特別支援教育 校内支援委員会について 

＊校内における全体的な支援体制を整備し、特別支援教育を推進していくために「校内支援委員会」

を設置する。 

 

（１）「校内支援委員会」の構成員 

  校長・教頭・教務主任・特別支援学級担任・情緒通級指導教室担任・養護教諭・特別支援教育

コーディネーター・課題状況のある児童の学級担任・学年主任等とする。 

 

（２）構成員の役割 

 ・校長・教頭 

  校内支援体制の構築、校内委員会による児童生徒の実態把握、個別の教育支援計画と個別の指

導計画の作成、支援の実施、評価、改善のプロセスについて、校内全体で取り組めるようリー

ダーシップを取る。 

 ・特別支援教育コーディネーター 

  校内の関係者や関係機関との連絡調整、保護者に対する相談窓口、学級担任への支援、巡回相

談や専門家チームとの連携等行う。 

・通級学級担任 

 児童の実態把握、発達検査、学級担任への支援、教育相談などを行う。 

・教務主任 

  児童の様々な学習遂行上の課題に対して、一人ひとりの状態に応じてより学習が容易に遂行 

できるような環境を整えるよう全体を調整する。 

 ・生徒指導主事 

  担任への支援、コーディネーターと連携し、多面的に児童の課題を把握する。経過についてケ

ース会を開催して、把握する。また学級づくり等について学校全体で組織として推進する。 

 ・養護教諭 

  該当児童への気付き、児童の状態についての情報収集、教育相談、学級担任への支援を行う。 

 

（３）校内支援委員会・特別支援教育研修について 

  ○日程：月１回 

・研修を通し、保護者への対応、児童の支援方法を学ぶ。 

・支援の必要な児童についての課題把握 支援の方向を協議 

・担任への支援 

   ・就学支援委員会への申請の相談   

    

 

○校内支援委員会全体会 

・スポーツフェスティバル前・発表会前・持久走記録会前に開催し、それぞれクラスの支援・

配慮の必要な児童について交流し、児童についての共通認識を持つ場とする。 

 
 



５ 具体的な取組について 
 

○「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成し、取り組む。（参考資料配布） 

 

① 実態把握・実態調査を行う。  

    学習や行動面で特別な支援や配慮を必要としていると思われる児童について、実態をつか

む。またアンケート等で生育歴や家庭での状況、家庭での困り感の有無などをつかむ。（４

月～５月上旬）  

 

② 特別な支援を必要としている児童について、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を

作成し、短期・長期のサイクルで指導計画を見直し、より適切な指導となるよう努める。 

 

・新様式「個別の支援計画」の用紙を用いて、保護者の願いや長期短期目標、それに向けて

の手だてなど、保護者と一緒に作成し、それに基づく支援・指導をしていく。 

 

   ・対象児童についての指導は、学年の担任や専科も含めて学校全体で見ていく。 

    ・担任以外のものが指導対応したことについては、すみやかに担任に報告する。 

   

③ 指導記録を残していく。 

   ・授業の中だけでなく生活の中で起きたことやその時の対応や児童の反応を、記録に残して

いく。（毎日でなくてよい、トピックスを中心に短い言葉で記録に残す） 

   ・個人ファイルに成果と課題等をまとめ、次年度に引き継ぐ。  

     （職員室後方の放送室入り口横のロッカーに保管：施錠） 

※パソコン校務データ ☆公務分掌表をもとにしたフォルダ―０６特別支援教育―「個別の教育支

援計画・個別の指導計画」―２０２６年度（令和８年度）のフォルダーに保存していく（その

中に様式あり）。（交流するときには、その画面を見ながら交流していく。交流する時には、

成果のあった取り組みを簡潔に説明していく。年度始めと各学期末にデータ起案で提出→起案

→印刷→ロッカーのファイルに保管する。進学時に、中学校への連携資料とする。）  

 

 

６ その他 
 ○スクールカウンセラーによる校内研修 

   スクールカウンセラーの先生を講師に、児童理解や支援の仕方、保護者への対応やカウン

セリング方法等について、学んでいく。 


